
 

 移動式クレーン運転士として業務に従事している方の労働災害防止のために、労働安全衛生

法第 60 条の２及び厚生労働省安全衛生教育指針に基づき、一定期間（5 年毎）に移動式クレ

ーン運転士には安全衛生教育を実施するよう努めなければならないことが示されています。 

移動式クレーンを使用しての作業において、運転操作誤り、取扱いの不適切等が要因となっ

て災害を発生させる事例も多くあり、移動式クレーンの労働災害を防止するため、是非受講い

ただきますようにご案内申し上げます。また、指針で示されたカリキュラムの「災害事例及び

関係法令」に「ヒューマンエラー」の内容を追加実施し、修了者には、（一社）日本建設機械 

施工協会 建設業部会 クレーン安全情報委員会後援の「受講済証」を、修了証と併せて交付い

たします。 

 

◎開催日時及び会場 

 

日     時 会     場 

令和８年７月２６日（日） 

9時 30分～17時 35分 

岡山市北区津島西坂１－４－１８ 

労働福祉事業会館（労金ビル） 

  ＊受付９：００より          ※駐車場が狭いので乗り合わせてお越しください。 

 

◎対 象 者 

 

移動式クレーン運転士であって資格取得後概ね５年(以降は５年毎)を経過した者。前回受講後、

５年を経過する者（令和３年７月受講者）及び更新が近い者。 

 なお、小型移動式クレーン運転技能講習修了者もご希望される場合は受講できます。 

 

◎申込方法 

 

申込書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付し、当支部へ郵送してください。 

〒700-0023  岡山市北区駅前町２丁目５番２４号  

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

 日本
に ほ ん

クレーン
く れ ー ん

協会
きょうかい

東 中
ひがしちゅう

四国
し こ く

支部
し ぶ

 

◎受講料他 

 

受講日前までに下記口座へお振込みください。当日のお支払いはご遠慮願います。 

請求書、領収証が必要な場合は、申し込み時にお知らせください。（申込書が届き次第発行致します） 

 

（一社）日本クレーン協会東中四国支部 会 員１１，０８５円（消費税 10％を含む） 

会員外１３，７２５円（同） 

（受講料 7,920 円 （会員外 10,560 円） 昼食費９２０円、テキスト代 2,2４5 円） 

振込先 中国
ちゅうごく

銀行
ぎんこう

富田町
とんだちょう

支店
し て ん

 普通預金 ８３７１３０ (振込手数料は貴社負担でお願いします) 

・インボイス登録番号：T5-0106-0500-2518 
                                       裏面へ→ 

 

移 動 式 ク レ ー ン 運 転 士 安 全 衛 生 教 育 

開 催 の ご 案 内 

一般社団法人日本クレーン協会東中四国支部  

ＴＥＬ ０８６－２２６－０８９３ 

 ＦＡＸ ０８６－２３５－２９５５   



◎申し込み締切日     令和８年６月２６日（金）または定員（100名）に達し次第 

  

 

◎注意事項 

 

※受講申込み後の受講料の払い戻しは原則としていたしません。万一受講者が出席できない場合は 

代りの該当者の参加をお願いします。 

但し、受講初日の 1 営業日前の正午までに連絡がある場合に限り、返金対応を致します。 

返金は事務手数料１，１００円+振込手数料を差し引いた額を返金します。 

 

※受講者には、受講票と会場案内図をお送りします。 

 

※教育を修了された方には、修了証を交付します。（２種類） 

①移動式クレーン運転士安全衛生教育修了証（（一社）日本クレーン協会東中四国支部発行） 

②移動式クレーン運転士安全衛生教育受講済証（（一社）日本クレーン協会発行） 

（後援：（一社）日本建設機械施工協会 建設業部会 クレーン安全情報委員会） 

  

※教育を修了された当支部会員は、当協会支部の優良クレーン運転士等表彰基準の、「資格取得後

における安全衛生教育の履修者」に加えられます。



 

移動式クレーン運転士安全衛生教育カリキュラム 

 

 令和８年７月２６日（日） 

会場 労働福祉事業会館（労金ビル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊使用テキスト 

      ・「移動式クレーン運転の安全」当協会発行 

      ・「災害ゼロに向けて」（一社）日本建設機械施工協会 クレーン安全情報委員会発行 

 

 

 

一般社団法人日本クレーン協会東中四国支部 

 

 

時  間 教  科  目 講  師  名 

9:30～9:40 オリエンテーション 
（一社）日本クレーン協会 

東中四国支部 事務局 

9:40～11:40 

最近の移動式クレーンの技術動向と 

安全装置 

構造と制御機構・安全装置等 

株式会社タダノ 

11:40～12:30 休  憩（昼 食） 
 

 

12:30～15:00 
移動式クレーンの取り扱いと保守管理 

操作方法・作業計画・点検・整備 

國田労働安全コンサルタント事務所 

國田 晴夫 

15:00～15:10 休  憩（机の配置換え）  

15:10～17:30 

災害事例とヒューマンエラー防止 

及び関係法令 

 

・関係法令 

・別冊 ヒューマンエラー防止対策 

・別冊 災害事例研究（グループ討議） 

國田労働安全コンサルタント事務所 

 

國田 晴夫 

17:30～17:35 閉  講   修了証交付 
（一社）日本クレーン協会 

東中四国支部 事務局  



 

移動式クレーン運転士安全衛生教育 受講申込書 

 
 

 開催月日:７月２６日(日) 労働福祉事業会館    

１ 

（ふ り が な） 

受 講 者 名 
    生 年 月 日  

写真貼付欄 

のり付け 

（縦 3 ㎝横 2.4㎝） 

・正面・無帽 

上三分身（胸から上） 

・無背景 

・裏面に氏名記入 

 昭和 

平成 

      年   月   日 

 
 

現住所 

〒 

 

TEL（    ）    －    

運転士免許証又は 

技能講習修了証 

交付機関名 番  号 交付年月日 

 
  

該当箇所を丸で囲んで下さい     新 規   ・   更 新  

受講料振込予定日 (    月   日) 振込金額（        円）※振込以外をご希望の場合はご連絡ください。 

※裏面に移動式クレーン運転士免許証及び前回修了者証（更新の方）のコピーを添付して下さい。 

 

 

 

令和  年  月  日 

                      〒             

 

申込事業所住所 

           

事 業 所 名 

 

連絡担当者氏名 

 

同連絡電話番号（    ）    － 

 

 

 

一般社団法人日本クレーン協会東中四国支部    御中 

 

ご記入いただいた個人情報につきましては、当協会支部が責任をもって管理し他に漏らすことはありません。

ただし、（一社）日本クレーン協会本部、法律に基づく機関の情報提供に使用することがあります。 

 

 

 

 

 



移動式運転士免許証及び技能講習修了証コピー貼付欄（表・裏） 

 

  

更新の方 修了者証コピー添付欄 

 

 

 

 

 

 

※紛失の場合は下記の事項をご記入下さい 

受講年月日 西暦      年      月      日 

受講場所  

修了者証№    № 
 

 


